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公 告■

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の２の規定により、保安林の指定施業要件を変更する予定につい

て、その森林の所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者に通知をしたところ、次の者の所在が不分明な

ため、同法第１８９条の規定により、通知の内容を前橋市役所に掲示したので、その要旨を次のとおり公告する。

令和２年１月７日

群馬県知事 山 本 一 太

１(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

前橋市粕川町月田１の１１ 有限会社大京産業

前橋市粕川町月田１の１２、１の１６ 高木仲

前橋市粕川町月田４８３の２、甲４８４ 田村與三郎 共有林

同 中島源藏 同

同 石橋喜代松 同

同 新井織次郎 同

同 星野長五郎 同

同 金井茂三郎 同

同 金子金五郎 同

同 関谷清次郎 同

前橋市粕川町月田甲４８４ 星野勝児 同

(2) 指定の目的 水害の防備

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐は、択伐による。

(ｲ）主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

２(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

前橋市粕川町室沢５の２５ 金子恵 共有林

同 金子仁 同

同 金子節 同
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前橋市粕川町室沢３９の１ 石田由弘

前橋市粕川町室沢９６２の１、９６２の２ 福地節 共有林

前橋市粕川町室沢１０４９ 鎌塚清男

(2) 指定の目的 干害の防備

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

３(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

前橋市粕川町中之沢４８４、４８６、４８７、４９１、４９２の１、 鎌塚俊一郎 共有林
４９２の２

同 鎌塚勝 同

同 鎌塚清男 同

同 関口勝司 同

同 関谷知子 同

同 吉田やすの 同

同 石橋ミサヲ 同

同 石橋寅男 同

同 石橋巳之作 同

同 石橋隆夫 同

同 中島亀三九 同

同 中島新栄 同

同 登山孝行 同

同 和田治夫 同

(2) 指定の目的 公衆の保健

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐は、択伐による。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定
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める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県森林環境部森林保全課及び前橋市役所に備え置いて縦覧に供

する。

保安林指定施業要件変更予定告示 令和元年１１月２２日群馬県告示第２０１号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の２の規定により、保安林の指定施業要件を変更する予定につい

て、その森林の所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者に通知をしたところ、次の者の所在が不分明な

ため、同法第１８９条の規定により、通知の内容を昭和村役場に掲示したので、その要旨を次のとおり公告する。

令和２年１月７日

群馬県知事 山 本 一 太

１(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

利根郡昭和村大字赤城原字中原７６６の１、字上原１１７１の１、１ 赤城開拓農業協同 抵当権
１７１の２、１１７１の８、１１８２の２、１１８５の１、１１９０ 組合
の２

利根郡昭和村大字赤城原字上原１１９０の２ 村下政夫

利根郡昭和村大字赤城原字松之木平１２１１の１、１２１１の４、１ 共有林高澤英之助
２１２の２、１２１２の３、１２２１の１、１３５５の１、１３５６
の１

同 真庭二三夫 同

利根郡昭和村大字糸井字新中道６２８５の５、６２８５の１５ 市村実

利根郡昭和村大字糸井字新中道６２８７の３ 馬場光雄

利根郡昭和村大字糸井字新中道６２８７の５ 林喜三男

利根郡昭和村大字糸井字新中道６６７８の２５、６６７８の２６ 新井隆

利根郡昭和村大字糸井字上平７１０８の２２、７１０８の２３ 土澤孝治

(2) 指定の目的 風害の防備

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐は、択伐による。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
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２(1) 指定施業要件変更予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

指定施業要件変更予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

利根郡昭和村大字貝野瀬字中野上４１２７、４１２９の１、４１２９ 横坂梅次 共有林
の３、４２０５の１、４２０５の３、４２０５の５、４２０５の７、
４３０１の１、４３０１の４、４４０４の１、４４０４の３

同 横坂万司 同

同 関上金作 同

同 吉沢加吉 同

同 吉沢幹太郎 同

同 吉沢久衛 同

同 吉沢金松 同

同 吉沢己吉 同

同 吉沢数雄 同

同 吉沢石司 同

同 吉沢染之助 同

同 吉沢八千穂 同

同 吉沢米吉 同

同 吉沢弥四郎 同

同 宮内右馬吉 同

同 戸部新三郎 同

同 根岸いね子 同

同 根岸衛門 同

同 根岸義次 同

同 根岸時次郎 同

同 根岸琢郎 同

同 治田寅造 同

同 小宮山寅吉 同

同 小宮山浜吉 同

同 小宮山德才 同

同 小沼善太郎 同

同 小菅安二 同
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同 松井勘助 同

同 松井東 同

同 星野里吉 同

同 石井虎之助 同

同 石井孝太郎 同

同 石井庄司 同

同 太田源一 同

同 中沢森造 同

同 片柳清次 同

同 片栁ひしや 同

同 木暮茂 同

同 林肇 同

同 林石藏 同

同 林登 同

同 林徳治 同

同 林德松 同

同 鈴木茂雄 同

利根郡昭和村大字貝野瀬字中野上４３２０、４３２３、４３２５の 横坂久 同
１、４３２５の３、４３２７、４３３０

同 横坂松雄 同

同 横坂知嘉治 同

同 横坂文治 同

同 横坂艷司 同

同 吉沢正次 同

同 吉沢辰治 同

同 吉野寅吉 同

同 戸村源吉 同

同 根岸元司 同

同 室田正雄 同

同 狩野福太郎 同
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同 勝見好 同

同 田村松吉 同

同 藤井實五郎 同

同 梅沢梅干 同

同 林嘉満司 同

同 林辰衛 同

同 林福松 同

(2) 指定の目的 水害の防備

(3) 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐は、択伐による。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県森林環境部森林保全課及び昭和村役場に備え置いて縦覧に供

する。

保安林指定施業要件変更予定告示 令和元年１１月１９日群馬県告示第１９７号

群馬県河川整備計画公聴会規則（平成１４年群馬県規則第５５号）第２条第１項の規定により、利根川上流圏域

河川整備計画に係る公聴会を次のとおり開催する。

令和２年１月７日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 開催期日及び場所 令和２年２月１２日（水）午後７時（群馬県庁２０階２０１会議室 前橋市大手町一丁目

１番１号）

２ 作成しようとする河川整備計画の原案の概要 利根川上流圏域河川整備計画は、圏域内の県が管理する一級河

川を対象とし、計画期間をおおむね２０年間とする。下流の利根川中流圏域との整合を図り、大正橋地点で６０

０００ｍ３／ｓの洪水による家屋の浸水被害を解消させることを目標とし、利根川の河川改修を実施する。また、

おおむね１０年に１回程度発生すると予想される洪水による家屋の浸水被害を解消させることを目標とし、午王

頭川及び赤谷川の河川改修を実施する。

３ 関係図書の配付 利根川上流圏域河川整備計画の原案の関係図書は、令和２年１月１５日（水）から、群馬県

ホームページ、県民センター、群馬県県土整備部河川課、群馬県各行政県税事務所、群馬県前橋土木事務所、群

馬県渋川土木事務所、群馬県沼田土木事務所、前橋市道路管理課、沼田市建設課、渋川市土木管理課、榛東村建

設課、吉岡町産業建設課、片品村農林建設課、川場村田園整備課、昭和村建設課及びみなかみ町地域整備課にお

いて配布する。
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４ 公述の申出 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、住所、氏名、年齢、職業及び意見の要旨を記載し

た書面（別記様式）により、令和２年１月３１日（金）までに下記に到着するよう提出すること。

〒３７１－８５７０ 前橋市大手町一丁目１番１号 群馬県県土整備部河川課

５ 公述人の選定 公述人は、前記によりあらかじめ申し出た者のうちから知事が選定し、その旨を通知する。

なお、一人当たりの公述時間は、１０分以内とする。

６ 公聴会の中止 期限までに公述の申出がなく、公聴会を開催しない場合は、公聴会開催予定日の１週間前まで

に群馬県ホームページにその旨を掲載するとともに、群馬県県土整備部河川課、群馬県前橋土木事務所、群馬県

渋川土木事務所及び群馬県沼田土木事務所において掲示する。

７ 公聴会の問合せ先 群馬県県土整備部河川課 電話０２７－２２６－３６１７

別記様式

利根川上流圏域河川整備計画の原案に関する公述申出書
年 月 日

群馬県知事 山本一太 あて
公述申出人
住 所
氏 名
年 齢
職 業

利根川上流圏域河川整備計画の原案に対して、次のとおり意見を述べたいので申し出ます。

意見の要旨（別紙のとおり）

「意見の要旨」作成上の注意

Ａ４判４００字詰め原稿用紙１枚程度とし、横書きとすること。

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。

令和２年１月７日

群馬県知事 山 本 一 太

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名

１ 川場村大字川場湯原字関平１６１９、１６２１、１ 埼玉県上尾市大字領家５７－１
６２２、１６２３－１、乙１６２３、１６２４、１ 株式会社ニチネン 代表取締役社長 小林裕一
６２５－１、１６２５－２、１６２６、１６２７、 郎
１６２７先水路の一部、１６２８、１６２９、１６
３０、１６３１、１６３２、１６３３、１６３４、
１６３５、１６３６、１６３７、１６３８、１６３
９、１６４０、１６４１－１、乙１６４１、甲１６
４２、乙１６４２、１６４３、１６４４、甲１６４
５、１６４５－２、１６４６、１６４７－１、１６
４７－２、１６４８、１６４９、１６５０－１、乙
１６５０、１６５１、１６５２、１６５３－１、１
６５３－２、１６５３－３、１６５４、１６５５、
１６５６、１６５７、１６５７先道路の一部、１６
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６３、１６６６、１６６７、１６６８の一部、１６
７０、１６７１、１６７３、１６７５、１６７６、
１６７７、１６７８、１６７９、１６８０、１６８
１、１６８２、１６８３、１６８４、１６８５、１
６８６、１６８７、１６８８、１６８９、１６９
０、１６９１、１６９２、１６９３、１６９３先道
路の一部、字寺木１７２０－２、１７２１、大字谷
地字太良２９３０

選挙管理委員会告示■

◎群馬県選挙管理委員会告示第１号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８７条第１項の規定により、令和元年１２月２７日次の者が委員長

に就任した。

令和２年１月７日

群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿

氏名 宮下智滿

住所 渋川市白井９０５番地

毎週火､金曜日発行

群 馬 県発 行

群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
電話 027-223-1111
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